
八番丁自動車駐車場用地
概要 留意事項

所在地 ： 和歌山市八番丁４番地

対象 ： 普通自動車

収容台数 ： １９台

※ 定期駐車に限ります。（一時駐車のご利用はできません。）

1. 土地利用料は前払いとなりますので、前月の末日までに納付書により納付してくださ

い。ただし、４月分につきましては、４月末日までの納付となります。詳細は、「納期限

一覧表」をご覧ください。

2. 賃貸借契約を解約するときは、最後に利用する月の１５日までに書面により申し出て

ください。

3. 賃貸借契約の解約による土地利用料の還付は原則としていたしません。

4. 場内に駐車することのできる自動車は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３

条に規定する普通自動車とします。

5. 登録車以外の車両及び二輪車は、駐車できません。また、登録車に変更が生じたとき

は、早急に届け出てください。

6. 定められた駐車位置以外には、駐車できません。

7. 入り口付近に車列ができていた場合は、並ばず場内に進入してください。（車列は城

北保育所送迎者用区画に駐車するためのものです。）

8. 敷地内における自動車の事故や損傷、盗難等、天災その他不可抗力による損害につ

いては、自己の責任において解決してください。

9. 期限までに土地使用料が納付されない場合は、敷地内への入場制限を行います。

10. 賃貸借契約の契約期限は、申込年度の３月３１日までとなります。１年毎に継続更新

が可能ですが、毎年度申請書の提出が必要となります。

納期限一覧表 【令和８年度】

一括払い

毎月払い

４ ～ ３ 月 分

４月３０日(水)

４ 月 分 ５ 月 分 ６ 月 分

４月３０日(水) ５月３０日(金)

７ 月 分 ８ 月 分 ９ 月 分

６月３０日(月) ７月３１日(木) ８月２９日(金)

１ ０ 月 分 １ １ 月 分 １ ２ 月 分

９月３０日(水) １０月３１日(金) １１月２８日(金)

１ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分

１２月２６日(金) １月３０日(金) ２月２７日(金)
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